
年末調整個別相談会に 必ず ご持参ください

・令和 5年分給与所得に対する源泉徴収簿

・令和 5年分給与所得者の扶養控除等 (異動 ) 申告書

・令和 5年分給与所得者の保険料控除申告書

・納付書（オレンジで印刷された税務署発行のもの）
　※青色申告会に納付書はありませんのでご注意ください

・従業員の方の前職の源泉徴収票（中途就職の方がいらっしゃる場合）

・生命保険料、地震保険料の控除証明書（従業員の方が加入している場合）

・小規模企業共済控除証明書（共済加入している場合）

・国民年金保険料、国民年金基金支払証明書　※添付が義務付けられています

・国民健康保険料、介護保険料の支払額がわかるもの

・令和 4年分源泉徴収簿綴 (前年分控 )

・給与支払報告書≪総括表≫
　（市役所・役場から送付されたものをご持参ください）

・事業主の方の印鑑

・令和 5年分給与所得者の基礎控除申告書兼
　配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

・事業主の方､従業員（専従者含む）等の方と
　扶養親族の方の マイナンバー (個人番号 ) がわかるもの

重要
・令和 5年中に納付済の源泉所得税領収証書

該当するものがあれば、下記の資料もあわせてご持参ください

・「申請・届出書関係綴」（青いファイル）

扶

保

基･配･所

書類の記入の仕方がわからない時は
国税庁ホームページの
　『年末調整がよくわかるページ』を
ご覧ください。

決算・申告関係書類綴

（一社）熊本中央青色申告会

｝

令和 4年分

青色　太郎

税務署から送付されます税務署から送付されます

各市町村から郵送されます各市町村から送付されます

イメージ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

イメージ

※税額 0円でも納付書の提出が必要です

申請・届出書関係綴

重 要
大切に
保管してください

一般社団法人
熊本中央青色申告会

年末調整がよくわかる

給与支払報告書（総括表）

納付書

源泉税の納付期限は、1/22（月）まで
ですが、年末調整の個別相談会は

1/19（金）までとさせていただきます。
あらかじめ、ご了承ください。

➡

年末調整個別相談会

会場：青色会館３階相談室

給与の支払いがあれば、源泉所得税額が無い場合でも税務署へ納付書の提出が必要となります。
7 月から 12 月まで給与を支払っている事業所で、6 ヵ月毎の納付特例適用を受けている場合は、
1 月 20 日 ( 土日祝を挟む場合は休日明け ) までに納付することになっています。

完全予約制です!
事前にご予約ください

1/19 （金）までの

381-3135

専従者を含む従業員様の年末調整相談対象者人数が、
2名までの場合は、相談時間を30分以内といたします。

　※1月22日（月）以降は、決算申告相談会を開催のため
　　年末調整の相談はできません。ご理解ご協力をお願い致します。

月　 火　 水　 木　 金　 土

7

14

21

1

8

15

22

4

11

18

25

2

96

13

20

27

5

12

19

26

午前中のみ

年内最終日

◎12 月支給分の給与・賞与の金額まで 「源泉徴収簿」 にご記入いただき、

　ご予約のうえ、 年内 の 年末調整個別相談会 へお越しください。

 年末調整個別相談会は、年内 12月1日（金）～ 12月27日（水）までとなります。

 完全予約制です。お早めにご予約を！

要予約　　381-3135

年末調整個別相談会

12/19（火）は、職員研修のため

午後から閉館させていただきます。

年内相談 12/27( 水 ) まで

13 ： 00 ～

14 ： 00 ～

15 ： 00 ～

16 ： 00 ～

  　9 ： 00 ～

10 ： 00 ～

11 ： 00 ～

予約時間

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦土曜日は午前中のみ


